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子
ど
も
手
当
の

手
続
は
お
済
み
で
す
か
？

３
月
３１
日
ま
で
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す

　
合
併
協
議
か
ら
の
懸
案
事
項
で
あ
っ

た
東
条
地
域
へ
の
都
市
計
画
税
の
課
税

に
つ
い
て
は
、
平
成
２３
年
１２
月
に
議
会
の

議
決
を
経
て
、
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
（
事
業
が
決
定
し
た
区
域
含
む
）
を

課
税
対
象
区
域
と
す
る
こ
と
が
決
定
し

ま
し
た
。

　
平
成
２４
年
度
か
ら
新
た
に
都
市
計
画

税
を
課
税
す
る
区
域
は
、
南
山
地
区
全
域
、

天
神
西
土
地
区
画
整
理
事
業
施
工
区
域
、

天
神
東
掎
鹿
谷
土
地
区
画
整
理
事
業
施

工
区
域
で
す
。

◆
都
市
計
画
税
と
は
・・・

　
土
地
区
画
整
理
事
業
や
都
市
計
画
事

業
で
行
う
街
路
・
公
園
・
下
水
道
整
備

な
ど
の
費
用
（
工
事
費
お
よ
び
そ
の
事

業
の
起
債
償
還
金
）
に
あ
て
る
た
め
の

目
的
税
で
す
。

　
対
象
と
な
る
区
域
内
の
土
地
・
家
屋

に
対
し
て
、
０
・
２
％
の
税
率
で
課
税
し
、

固
定
資
産
税
と
合
わ
せ
て
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　

　
総
務
部
税
務
課
（
社
庁
舎
）

　
　
４
３
・
０
３
９
５

　
平
成
２３
年
１０
月
か
ら
子
ど
も
手
当
制
度

が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で

子
ど
も
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
た
方
も
、

新
た
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
平
成
２４
年
３
月
３１
日
を
過
ぎ
る
と
、
平

成
２３
年
１０
月
分
か
ら
の
手
当
を
受
給
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ま
だ

申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
至
急
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
窓
口
】

●
子
育
て
支
援
課
（
社
庁
舎
）

●
各
庁
舎
窓
口
セ
ン
タ
ー

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

　
次
の
方
は
、
３
月
末
ま
で
に
申
請
し

て
も
、
遡
っ
て
子
ど
も
手
当
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
速
や
か

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。（
申
請
し
た
日

の
翌
月
か
ら
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
）

●
加
東
市
に
転
入
さ
れ
た
方
　

　
転
出
予
定
日
の
翌
日
か
ら
１５
日
以
内
に

手
続
が
必
要
で
す
。

●
お
子
さ
ま
が
生
ま
れ
た
方
　

　
お
子
さ
ま
が
生
ま
れ
た
日
の
翌
日
か
ら

１５
日
以
内
に
手
続
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
　

　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課

　（
社
庁
舎
）　
４
３
・
０
４
０
８

東
条
地
域
の
一
部
に

都
市
計
画
税
を
課
税
し
ま
す

●平成24年3月31日までに申請
　→　平成23年10月分の手当から認定

●平成24年4月以降に申請
　→　申請の翌月分の手当から認定
　（例：4月に申請　→　5月分手当から認定）

都市計画税課税区域図

天神西土地区画整理事業施工区域
天神東掎鹿谷土地区画整理事業施工区域

南山区域全域


